
高山市市民活動事業補助金（活動促進事業）の申請方法 
市登録市民活動団体が実施する事業に対して、補助対象となる経費の２分の１（上限３０万円）を補助します。 

 

 申請・決定の流れ 補助対象事業 

左記の要件を満たす事業（交付決定前に終了した事業であっても対象）

を実施予定の団体は、 

①協働推進課（本庁３Ｆ）及び各支所、市ＨＰにある補助金交付申請書

に必要事項を記入し、事業計画書・収支予算書などの書類を添えて、 

申請期間中に協働推進課へ提出してください。詳しくは市民活動事業補

助金（活動促進事業）申請マニュアルの６ページをご確認ください。 

②申請事業について、外部有識者３名の審査員により審査し、交付団体

及び補助金額を決定します。 

※申請年度内に事業が実施できなかった（完了しなかった）場合は、 

補助金の交付はできませんのでご注意ください。 

 

特定非営利活動促進法第２条第１項に規定される特定非営利活動 

1．保健、医療又は福祉の増進を図る活動          
2．社会教育の推進を図る活動  
3．まちづくりの推進を図る活動 
4．観光の振興を図る活動 
5．農山漁村または中山間地域の振興を図る活動 
6．学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
7．環境の保全を図る活動 
8．災害救援活動 
9．地域安全活動 
10．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

  

 

11．国際協力の活動 
12．男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
13．子どもの健全育成を図る活動 
14．情報化社会の発展を図る活動 
15．科学技術の振興を図る活動 
16．経済活動の活性化を図る活動 
17．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
18．消費者の保護を図る活動 
19．前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に 
   関する連絡、助言または援助の活動 
20．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または 
   指定都市の条例で定める活動 

 

≪申請・問合せ先≫ 

高山市役所 協働推進課 協働推進係 

TEL:０５７７－３５－３４１２ 

FAX:０５７７－３５－３４１４ 

MAIL:kyoudou@city.takayama.lg.jp 

高山市市民活動団体登録要綱に基づき、市へ登録した

団体が対象期間内に行う（完了する）事業で、地域の

活性化や課題解決につながるまちづくり活動であっ

て、特定非営利活動促進法第２条に規定する事業 

※同一団体への補助は３回までです。 

補助の対象となる経費 

報償費（講師謝礼や調査研究に係る報償費） 

旅  費（講師への交通費、宿泊費の費用弁償など） 

需用費（チラシ・ポスターなどの印刷費、報告書などの印刷代、必要

な消耗品の購入費など） 

役務費（保険料、チラシの折り込み手数料など） 

使用料や賃貸料（会場使用料や機械の借上料など） 

※詳細は申請マニュアル４ページをご確認ください。 

注意点 

・申請の際、書類を修正していただくことがあり

ますのでお早めにご相談ください。 

・高山市の他の補助金を受ける事業は申請できま

せん 

・予算に限りがあるため、予算の執行状況によっ

ては、受付できない場合があります。 

登録団体が対象です 

登録については、別紙をご覧ください 


